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区役所（出張所を除く）の一部窓口業務は
毎週木曜日（祝日・年末年始を除く）の19時まで延長しています

もあります。ご協力お願いします。運
行会社、雇用条件など詳
細は北九州タクシー協
会☎551・6784へ♥を。
＊都市戦略局都市交通
政策課☎582・2518。

	Ⱚ 乗合タクシー「おでかけ交通」
ドライバー募集

　バス路線が廃止された地域などで
運行している「おでかけ交通」のドライ
バーを募集します。募集地区は、恒見・
喜多久地区で、二種免許の取得支援

2325-1）で。農園の場所は若松区大字
有毛・同区大字安屋、小倉南区石田
南。詳細は産業経済局農林課☎582・
2078へ♥を。
	Ⱚ
書道教室

　3月3～24日の毎
週火曜日（全4回）
16～18時、門司体
育館（高田一丁目）
で。▶未就学児＝硬
筆。受講料2200円　
▶小学生＝硬筆・毛筆。受講料硬筆
2750円、毛筆3300円、両方3850円。
♦先着各5人。＃2月18日から同施
設☎381・6445へ。
	Ⱚ
400ml献血にご協力を

　あなたの善意で助かる命がありま
す。3月4日㈬13～16時、門司駅南口
で。対象は体重50kg以上で18歳（男性
は17歳）～69歳（65歳以上は60～64歳
の間に献血経験があること）。年齢の
分かるものが必要。
♥門司区献血推進
協議会（門司区役所
コミュニティ支援課）
☎331・1882へ。

	Ⱚ
無料相談

人権法律相談　司法書士が応じます。
3月5日㈭13時30分～15時30分、新門
司地域交流センター

（吉志新町二丁目）で。
先着4組。＃2月26日9
時から同施設☎481・
4599へ。
高齢者・障害者あんしん法律相談　
弁護士が応じます。3月12日㈭13～17
時、門司区役所で。対象はおおむね65
歳以上の高齢者や障害のある人と家
族など。＃3月9日までに門司区役所

「高齢者・障害者相談」コーナー☎321・
4800へ。
こころの健康相談・アルコール相談　
精神科医などが応じます。3月13日㈮
13時30分～15時30分、門司区役所
で。対象はこころの病気に関する相談
のある人。定員2組。＃3月9日までに
門司区役所「高齢者・障害者相談」コー
ナー☎321・4800へ。
	Ⱚ
体験型農園の説明会

　農家が指導し、農作業体験ができ
る農園の説明会。2月21日㈯10～14
時、ネイチャー農園（若松区大字有毛

門司みなと祭 祝賀パレード
の参加者を募集

　5月24日㈰、門司港地区で13
時からパレードを行います。対象
は10人以上の団体。道路使用許
可申請手数料が必要な場合もあ
り。＃3月13日まで。詳細は門司
みなと祭協賛会☎321･2381へ
♥を。＊門司区役所総務企画課
☎331･2252。

健康だより

離乳食教室　栄
養士による離乳
食についての講
話と試食、歯科
衛生士の講話。3
月18日㈬13時30分～15時30分、門
司区役所別館（錦町市民センター
2階）で。対象は乳児と保護者。定
員7組。個別相談もあり。＃2月23
日～3月4日にイン
ターネット（右記を
読み取り）で。♥門
司区役所健康相談
コーナー☎331・
1888へ。

▲申し込みは
こちら

交通安全のためのマナーアップ交通安全のためのマナーアップ
▶歩行者の人へ
○道路を横断するときは、横断歩道を渡りましょう。
○信号を守りましょう(見通しの悪い交差点では必ず左右を確認しましょう）。
○夜間の視認性と安全性UPのため、明るい服装と反射材を着用しましょう。
▶ドライバーの人へ
○横断歩道を横断しようとする歩行者がいる場合は必ず　

止まりましょう。
○一時停止標識のある交差点や見通しの悪い交差点では

必ず止まり、左右の安全を確認しましょう。
○夕暮れ時、早めにライトを点灯しましょう。
　♥門司区交通安全推進協議会☎331・0039へ。

門司防災シリーズ ～災害時の連絡方法を確認しよう!!!

　いざというときに正しく使えるよ
うに、家族や知人などと事前に使い
方を確認しておきましょう。
　♥門司区役所総務企画課☎331・
0001へ。

【災害用伝言ダイヤル（171）】

【災害用伝言板（携帯電話・スマートフォン）】

　安否情報を音声で録音し、全国か
らその音声を再生（登録）できます。
　「171」に電話をかけ、ガイダンスに
従って操作します。

　安否情報を100文字以内で登録で
きます。まずは、電話会社公式サイト
のメニューや専用アプリから「災害用
伝言板」を検索してください。

※毎月1日、15日に体験利用できる機
会があります。詳しくは、NTT西日本
のホームページをご確認ください。

　災害発生直後は、電話がつながりにくくなります。家族や大切な人の安
否確認は安心につながります。電話会社が提供する災害用伝言サービス
などを利用し、確認しましょう。

録音する場合 再生する場合

伝言を録音 伝言を再生

１ 2

１ 7 １ をダイヤル

いずれかを
押す

連絡をとりたい人の
自宅や携帯電話番号を入力

電話会社の公式サイトや専用アプリから
「災害用伝言板」にアクセス

伝言を登録
する場合

伝言を確認
する場合

１００文字以内の
コメントを入力

確認したい人の
携帯番号を検索

「登録」を選択 「確認」を選択

●時間は24時間表記。
●料金について記載のない催しは
　入場無料（参加無料）。
●はがき・往復はがき・電子申請の
　応募方法は11ページを参照。
＃＝申し込み　♥＝問い合わせ
♦＝共通の内容　＊＝市の担当課
￡＝ネット窓口（電子申請） 門司区役所
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門司区役所総務企画課 ☎331・0039  331・1805編集

門司区人口 8万7111人、世帯数4万2024世帯（令和7年9月1日現在の数値です。国勢調査の集計結果が判明次第、最新情報を掲載します。）
北九州市人口 90万494人（男42万5793人/女47万4701人）、世帯数 43万9470世帯

広告の申し込みは㈱ウィット ☎072・668・3275まで。　※広告内容と北九州市とは直接関係ありません。


